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体の発育や発達等に関する教育の内容等 

 

１ 小学校について 

⑴ 小学校学習指導要領（平成２９年文部科学省告示第６３号） 

第２章「各教科」の第９節「体育」では，「第２ 各学年の目標及び内

容」として，以下のとおり定められている（抜粋）。 

 

Ｇ 保健 

⑵ 体の発育・発達について，課題を見付け，その解決を目指した活動

を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

   ア 体の発育・発達について理解すること。 

    (ｱ) 体は，年齢に伴って変化すること。また，体の発育・発達には，

個人差があること。  

(ｲ) 体は，思春期になると次第に大人の体に近づき，体つきが変

わったり，初経，精通などが起こったりすること。また，異性へ

の関心が芽生えること。 

イ 体がよりよく発育・発達するために，課題を見付け，その解決に

向けて考え，それを表現すること。 

 

※ 上記の内容については，第４学年で指導するものとされ，「自分と他

の人では発育・発達などに違いがあることに気付き，それらを肯定的に

受け止めることが大切であることについて触れるものとする。」とされ

ている。 

 

  また，第２章「各教科」の第４節「理科」では，「第２ 各学年の目標

及び内容」（第５学年）として，以下のとおり定められている（抜粋）。 

 

Ｂ 生命・地球 

⑵ 動物の誕生 

     動物の発生や成長について，魚を育てたり人の発生についての資料

を活用したりする中で，卵や胎児の様子に着目して，時間の経過と関

係付けて調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよ
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う指導する。 

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身

に付けること。 

(ｱ) 魚には雌雄があり，生まれた卵は日がたつにつれて中の様子

が変化してかえること。 

(ｲ) 人は，母体内で成長して生まれること。 

イ 動物の発生や成長について追究する中で，動物の発生や成長の様 

     子と経過についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現 

     すること。 

 

※ 上記のうち，⑵のアの(ｲ)については，「人の受精に至る過程は取り

扱わないものとする。」とされている。 

 

 

⑵ 小学校学習指導要領解説 

上記⑴の「Ｇ 保健」の内容に関連し，体の発育・発達については，「身

長，体重などを適宜取り上げ，これらは年齢に伴って変化することを理解

できるようにするとともに，個人差があることを理解できるようにする。」，

思春期の体の変化については，「㋐ 思春期には，体つきに変化が起こり，

人によって違いがあるものの，男子はがっしりした体つきに，女子は丸み

のある体つきになるなど，男女の特徴が現れることを理解できるようにす

る。」，「㋑ 思春期には，初経，精通，変声，発毛が起こり，また，異

性への関心も芽生えることについて理解できるようにする。さらに，これ

らは，個人差があるものの，大人の体に近づく現象であることを理解でき

るようにする。なお，指導に当たっては，発達の段階を踏まえること，学

校全体で共通理解を図ること，保護者の理解を得ることなどに配慮するこ

とが大切である。」とされている。 

また，上記⑴の「Ｂ 生命・地球」の内容に関連し，人の発生について

は，「胎児の母体内での成長に着目して，それらと時間の経過とを関係付

けて，胎児の成長の様子を調べる。これらの活動を通して，人の母体内で

の成長についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現するとと

もに，人は，受精した卵が母体内で少しずつ成長して体ができていくこと
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や，母体内でへその緒を通して養分をもらって成長することを捉えるよう

にする。」，「（扱う対象としては，）(ｲ) については，母体内の成長を

直接観察することが困難なので，映像や模型，その他の資料を活用して調

べるようにする。」，「（指導に当たっては，）(ｲ) については，資料を

基に調べる計画を立てるようにする。母体内での成長については，直接観

察することが難しく，連続的に成長していくことを捉えにくいので，魚の

卵の成長と関係付けながら捉えるようにする。なお，ここでは，人の卵と

精子が受精に至る過程については取り扱わないものとする。」とされてい

る。 

 

２ 中学校について 

⑴ 中学校学習指導要領（平成２９年文部科学省告示第６４号） 

第２章「各教科」の第７節「保健体育」では，「第２ 各学年の目標及

び内容」として，以下のとおり定められている（抜粋）。 

 

保健分野 

⑴ 健康な生活と疾病の予防について，課題を発見し，その解決を目指

した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導す

る。 

ア 健康な生活と疾病の予防について理解を深めること。 

      (ｵ) 感染症は，病原体が主な要因となって発生すること。また，感

染症の多くは，発生源をなくすこと，感染経路を遮断すること，

主体の抵抗力を高めることによって予防できること。 

    イ 健康な生活と疾病の予防について，課題を発見し，その解決に向 

けて思考し判断するとともに，それらを表現すること。 

⑵ 心身の機能の発達と心の健康について，課題を発見し，その解決を

目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導

する。 

    ア 心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに，ス

トレスへの対処をすること。 

     (ｱ) 身体には，多くの器官が発育し，それに伴い，様々な機能が発

達する時期があること。また，発育・発達の時期やその程度には， 
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個人差があること。 

     (ｲ) 思春期には，内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟す

ること。また，成熟に伴う変化に対応した適切な行動が必要とな

ること。 

     (ｳ) 知的機能，情意機能，社会性などの精神機能は，生活経験など

の影響を受けて発達すること。また，思春期においては，自己の

認識が深まり，自己形成がなされること。 

     (ｴ) 精神と身体は，相互に影響をあたえ，関わっていること。欲求

やストレスは，心身に影響を与えることがあること。また，心の

健康を保つには，欲求やストレスに適切に対処する必要があるこ

と。 

イ 心身の機能の発達と心の健康について，課題を発見し，その解決

に向けて思考し判断するとともに，それらを表現すること。 

 

※ 上記の内容のうち，⑴のアの(ｵ)は第３学年で，⑵は第１学年で取り扱

うものとされ，⑵のアの(ｲ)については，「妊娠や出産が可能となるよう

な成熟が始まるという観点から，受精・妊娠を取り扱うものとし，妊娠

の経過は取り扱わないものとする。また，身体の機能の成熟とともに，

性衝動が生じたり，異性への関心が高まったりすることなどから，異性

の尊重，情報への適切な対処や行動の選択が必要となることについて取

り扱うものとする。」とされている。 

 

⑵ 中学校学習指導要領解説 

上記⑴の内容に関連し，感染症の予防については，「エイズ及び性感染

症の増加傾向と青少年の感染が社会問題になっていることから，それらの

疾病概念や感染経路について理解できるようにする。また，感染のリスク

を軽減する効果的な予防方法を身に付ける必要があることを理解できるよ

うにする。例えば，エイズの病原体はヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）で

あり，その主な感染経路は性的接触であることから，感染を予防するには

性的接触をしないこと，コンドームを使うことなどが有効であることにも

触れるようにする。なお，指導に当たっては，発達の段階を踏まえること，

学校全体で共通理解を図ること，保護者の理解を得ることなどに配慮する
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ことが大切である。」とされている。 

また，生殖に関わる機能の成熟については，「思春期には，下垂体から

分泌される性腺刺激ホルモンの働きにより生殖器の発育とともに生殖機能

が発達し，男子では射精，女子では月経が見られ，妊娠が可能となること

を理解できるようにする。また，身体的な成熟に伴う性的な発達に対応し，

個人差はあるものの，性衝動が生じたり，異性への関心などが高まったり

することなどから，異性の尊重，性情報への対処など性に関する適切な態

度や行動の選択が必要となることを理解できるようにする。なお，指導に

当たっては，発達の段階を踏まえること，学校全体で共通理解を図ること，

保護者の理解を得ることなどに配慮することが大切である。」とされてい

る。 

 

３ 高等学校について 

⑴ 高等学校学習指導要領（平成３０年文部科学省告示第６８号） 

第２章「各学科に共通する各教科」の第６節「保健体育」では，「第２

款 各科目」として，以下のとおり定められている（抜粋）。 

 

第２ 保健 

⑴  現代社会と健康について，自他や社会の課題を発見し，その解決を

目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導

する。 

ア 現代社会と健康について理解を深めること。 

(ｲ) 現代の感染症とその予防 

         感染症の発生や流行には，時代や地域によって違いがみられ

ること。その予防には，個人の取組及び社会的な対策を行う必

要があること。 

イ 現代社会と健康について、課題を発見し，健康や安全に関する原

則や概念に着目して解決の方法を思考し判断するとともに，それら

を表現すること。 

⑶ 生涯を通じる健康について，自他や社会の課題を発見し，その解決

を目指した活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。 
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ア 生涯を通じる健康について理解を深めること。 

（ｱ） 生涯の各段階における健康 

       生涯を通じる健康の保持増進や回復には，生涯の各段階の健康

課題に応じた自己の健康管理及び環境づくりが関わっているこ

と。 

イ 生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見し，健康に関する

原則や概念に着目して解決の方法を思考し判断するとともに，それ

らを表現すること。 

 

※ 「保健」は，原則として入学年次及びその次の年次の２か年にわたり

履修させることとされている。また，上記の内容のうち，⑶のアの(ｱ)

については，「思春期と健康，結婚生活と健康及び加齢と健康を取り扱

うものとする。また，生殖に関する機能については，必要に応じ関連付

けて扱う程度とする。責任感を涵
かん

養することや異性を尊重する態度が必

要であること，及び性に関する情報等への適切な対処についても扱うよ

う配慮するものとする。」とされている。 

 

⑵ 高等学校学習指導要領解説 

上記⑴の内容に関連し，現代の感染症とその予防については，「感染症

は，時代や地域によって自然環境や社会環境の影響を受け，発生や流行に

違いが見られることを理解できるようにする。その際，交通網の発達によ

り短時間で広がりやすくなっていること，また，新たな病原体の出現，感

染症に対する社会の意識の変化等によって，腸管出血性大腸菌（Ｏ157 等）

感染症，結核などの新興感染症や再興感染症の発生や流行が見られること

を理解できるようにする。また，感染症のリスクを軽減し予防するには，

衛生的な環境の整備や検疫，正しい情報の発信，予防接種の普及など社会

的な対策とともに，それらを前提とした個人の取組が必要であることを理

解できるようにする。その際，エイズ及び性感染症についても，その原因，

及び予防のための個人の行動選択や社会の対策について理解できるように

する。」とされている。 

また，生涯の各段階における健康については，「思春期と健康」として，

「思春期における心身の発達や性的成熟に伴う身体面，心理面，行動面な
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どの変化に関わり，健康課題が生じることがあることを理解できるように

する。その際，これらの変化に対応して，自分の行動への責任感や異性を

理解したり尊重したりする態度が必要であること，及び性に関する情報等

への適切な対処が必要であることを理解できるようにする。なお，指導に

当たっては，発達の段階を踏まえること，学校全体で共通理解を図ること，

保護者の理解を得ることなどに配慮することが大切である。」とされ，「結

婚生活と健康」として，「結婚生活について，心身の発達や健康の保持増

進の観点から理解できるようにする。その際，受精，妊娠，出産とそれに

伴う健康課題について理解できるようにするとともに，健康課題には年齢

や生活習慣などが関わることについて理解できるようにする。また，家族

計画の意義や人工妊娠中絶の心身への影響などについても理解できるよう

にする。また，結婚生活を健康に過ごすには，自他の健康に対する責任感，

良好な人間関係や家族や周りの人からの支援，及び母子の健康診査の利用

や保健相談などの様々な保健・医療サービスの活用が必要であることを理

解できるようにする。なお，妊娠のしやすさを含む男女それぞれの生殖に

関わる機能については，必要に応じ関連付けて扱う程度とする。」とされ

ている。 

 

４ その他 

  「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」が令和２年６月１１日

に取りまとめた「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」では，「性犯罪・性暴

力を根絶していくためには，加害者にならない，被害者にならない，傍観者

にならないための教育と啓発を行っていくことが必要である。」とし，「子

供を性暴力の当事者にしないための生命（いのち）の安全教育の推進」及び

「学校等における教育や啓発の内容の充実」が盛り込まれている。 
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